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令和３年度塩尻市各財産区特別会計歳入歳出決算 

及び基金の運用状況審査意見書     
 

 

この審査は塩尻市監査基準に基づき実施した。 

 

 

第１ 審査の種類 

 

決算審査及び基金の運用状況審査 

（地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項に規定する審査） 

 

第２ 審査の対象 

 

 １  北小野財産区特別会計関係 

ア 令和３年度塩尻市北小野財産区特別会計歳入歳出決算 

イ 令和３年度塩尻市北小野財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書 

ウ 令和３年度塩尻市北小野財産区特別会計実質収支に関する調書 

エ 令和３年度塩尻市北小野財産区財産に関する調書 

オ 令和３年度塩尻市北小野財産区財政調整基金の運用状況調書 

 

 ２ 宗賀財産区特別会計関係  

ア 令和３年度塩尻市宗賀財産区特別会計歳入歳出決算 

イ 令和３年度塩尻市宗賀財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書 

ウ 令和３年度塩尻市宗賀財産区特別会計実質収支に関する調書 

エ 令和３年度塩尻市宗賀財産区財産に関する調書 

オ 令和３年度塩尻市宗賀財産区財政調整基金の運用状況調書 

 

３  洗馬財産区特別会計関係  

ア 令和３年度塩尻市洗馬財産区特別会計歳入歳出決算 

イ 令和３年度塩尻市洗馬財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書 

ウ 令和３年度塩尻市洗馬財産区特別会計実質収支に関する調書 

エ 令和３年度塩尻市洗馬財産区財産に関する調書 

オ 令和３年度塩尻市洗馬財産区財政調整基金の運用状況調書 
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第３ 審査の着眼点 

 

決算その他関係書類が法令に適合しかつ正確であるか、予算が適正かつ効率的に

執行されているか、また、計数に誤りがないか等を主眼として審査を実施した。 

   また、基金の運用については基金出納簿及び証書類と照合し、目的に従って確実か

つ効果的に運用されているか等を主眼として実施した。 

 

 

第４ 審査の主な実施内容 

 

市長から審査に付された決算書類について、財産区関係職員から説明を受け、定期

監査及び出納検査の結果を参考にし、関係諸帳簿及び証書類との照合等の審査を実施

した。 

 

 

第５ 実施日程及び場所 

 

令和４年１０月５日  北小野、宗賀及び洗馬支所 

 

 

第６ 審査の結果 

 

審査に付された各財産区特別会計の事業報告書、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事

項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況調書は、い

ずれも関係法令に基づいて作成されており、歳入歳出決算書等に記載された計数につ

いては、関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、誤りがないものと認めた。 

決算内容及び予算執行状況についても、適正に執行され、所期の目的が達成された

ものと認めた。 

 

なお、審査の過程において明らかになった各財産区特別会計の決算概要及び審査の

所見は、次のとおりである。 
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北 小 野 財 産 区 特 別 会 計 

 

 

 

 

１ 決算の概要 
 

本特別会計の歳入歳出決算の概要は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年度決算については、歳入総額が16,302,951円、歳出総額が15,107,423円で、予算に

対する歳出の執行率は92.7％であり、歳入歳出差引額の1,195,528円を翌年度へ繰り越すこ

とになった。 

歳入総額は、前年度と比較すると369,568円（2.2％）の減額となり、歳出総額は、前年

度と比較すると965,897円（6.0％）の減額となった。 

 

(1) 歳入の状況 
 

歳入決算の状況を款別にみると、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （  ）内は、令和２年度の数値である。 

 

収入

未済額 対予算 対調定
(円) (円) (円) (円) (％) (％)

13,264,000 13,264,947 13,264,947 0 100.0 100.0

(14,329,000) (14,340,297) (14,340,297) (0) (100.1) (100.0)

2,403,000 2,403,000 2,403,000 0 100.0 100.0

(1,538,000) (1,538,800) (1,538,800) (0) (100.1) (100.0)

599,000 599,199 599,199 0 100.0 100.0

(717,000) (717,564) (717,564) (0) (100.1) (100.0)

29,000 35,805 35,805 0 123.5 100.0

(76,000) (75,858) (75,858) (0) (99.8) (100.0)

16,295,000 16,302,951 16,302,951 0 100.0 100.0

(16,660,000) (16,672,519) (16,672,519) (0) (100.1) (100.0)

予算現額 調定額 収入済額

諸 収 入

計

収　入　率
款　別

繰 入 金

繰 越 金

財産収入

歳入歳出

差引額 歳 入 歳 出
(円) (円) (円) (円)  (％) (％)

３年度 16,295,000 16,302,951 15,107,423 1,195,528 100.0 92.7

２年度 16,660,000 16,672,519 16,073,320 599,199 100.1 96.5

比較増減 △ 365,000 △ 369,568 △ 965,897 596,329 － －

区　分

予算･決算対比
予算現額 歳入決算額 歳出決算額
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主な款別の収入済額を前年度と比較すると、財産収入が1,075,350円（7.5％）の減額、

繰入金が864,200円（56.2％）の増額、繰越金が118,365円（16.5％）の減額、諸収入が

40,053円（52.8％）の減額となっている。なお、決算における各款の構成比は、財産収

入が81.4％、繰入金が14.7％、繰越金が3.7％、諸収入が0.2%であった。 

 

歳入の主なものは、財産収入の財産運用収入では、ゴルフ場貸付料（5,100,000円）、

採石場貸付料（4,500,000円）、きのこ山貸付料（596,432円）等からなる財産貸付収入が

10,239,709円、財政調整基金に係る利子及び配当金が2,868,158円、財産売払収入では、

不動産売払収入が157,080円であった。 

繰入金の基金繰入金では財政調整基金繰入金が2,231,000円、市繰入金ではふるさと森

林整備事業繰入金が172,000円であった。 

繰越金では、前年度繰越金が599,199円であった。 

 

(2) 歳出の状況 
 

歳出決算の各款別執行状況は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （  ）内は、令和２年度の数値である。 
 

当年度決算における各款の構成比は、議会費が全体の14.4％、総務費が45.6％、農林

水産業費が40.0％であった。 

 

歳出の主なものは、議会費では、議員８名分の報酬（1,824,000円）等を含む特別職給

与費が2,052,000円、研修旅費の議会活動費が107,100円、消耗品費（2,596円）等を含む

議会諸経費が19,426円であった。 

総務費の総務管理費の一般管理費では、講習会講師謝礼（40,000円）、登山道整備謝礼

（30,000円）、中学校森林整備謝礼（47,630円）、自動車等借上料（249,700円）、電子複

写機使用料（39,990円）、仮設トイレ借上料（57,200円）、備品購入費（70,820円）等を

含む一般管理事務諸経費が648,064円、両小野地区振興会補助金（150,000円）、北小野地

区振興会補助金（210,000円）、振興車補助金（280,000円）、地区振興費補助金（2,357,000

円）、北小野地区地域活性化事業補助金（80,000円）等からなる地域振興事業費が

決算 支出済額

構成比 前年度比
(円) (円) (％) (円) (％) (％)

2,200,000 2,178,526 14.4 21,474 99.0 105.6

(2,102,000) (2,063,540) (12.8) (38,460) (98.2) (100.9)

7,176,000 6,893,222 45.6 282,778 96.1 93.0

(7,550,000) (7,408,317) (46.1) (141,683) (98.1) (95.5)

農林 6,819,000 6,035,675 40.0 783,325 88.5 91.4

水産業費 (6,908,000) (6,601,463) (41.1) (306,537) (95.6) (77.5)

100,000 0 － 100,000 0.0 －

(100,000) (0) － (100,000) (0.0) －

16,295,000 15,107,423 100.0 1,187,577 92.7 94.0

(16,660,000) (16,073,320) (99.9) (586,680) (96.5) (87.7)

予算現額 支出済額 不 用 額 執行率

予 備 費

計

款　別

議 会 費

総 務 費
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3,077,000円であり、財産管理費では、財政調整基金積立金が3,168,158円であった。 

農林水産業費の林業費のうち林業総務費では森林委員10名分の委員等報酬が180,000

円、臨時作業員労働災害保険料（52,982円）、区有林管理謝礼（119,980円）、傷害保険料

（216,530円）等を含む林業総務諸経費が563,416円等であり、林道費では、林道整備謝

礼（229,120円）等を含む林道整備事業費が246,500円であり、造林費では、その他謝礼

（1,278,590円）、住民委託料（3,000,000円）、業務委託料（300,000円）等を含む区有林

管理事業費が5,034,139円であった。 

 

(3) 実質収支に関する調書 
 

本調書は、財産区特別会計の単年度収支を明らかにするためのものであり、記載され

た数値は、歳入歳出決算書と照合した結果、調書の記載に誤りはなく、適正であると認

めた。 

 

(4) 財産に関する調書 

 

【 公 有 財 産 】 
 

土地及び立木については、実地調査を省略し、財産台帳との照合調査を行った。 

調査の結果、調書の記載内容に誤りはないものと認めた。 

 

〔 山 林 〕 

 

土地については、面積が1,680,766㎡であり、当年度中の増減はない。 

立木については 、1,159㎥（自然蓄積分の増加率を3.0％と推定し、伐採立木分

を控除した｡）の増となり、当年度末現在高は40,364㎥となっている。 

 

     〔 出資による権利 〕 

 

松本広域森林組合への出資が1,002口の100,200円であり、当年度中の増減はな

い。 

 

     〔 基 金 〕 
 

財政調整基金は、前年度末現在高が245,332,676円であり、当年度中に当該特別

会計へ2,231,000円を繰出し、3,168,158円を積立てたことにより、当年度末現在

高は246,269,834円である。 
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２ 審査の所見 

 

(1)  歳入総額は16,302,951円で、前年度と比較すると369,568円（2.2％）の減額となった。 

   財産収入は歳入全体の81.4％を占めており、そのうち財産貸付収入の10,239,709円は、 

ゴルフ場用地（約40ha）、採石場（約22ha）、きのこ山（約25ha）等の貸付料で北小野財

産区の安定した収入源となっている。不動産売払収入は、前年度と比較して2,618,800

円（94.3％）減額となり、157,080円の収入となった。 

令和２年度のゴルフ場貸付料は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、貸付

料の見直しが必要と判断した結果、1,600,000円減額の3,500,000円であったが、本年度

は5,100,000円となった。 

なお、採石場貸付料は昨年度と同額の4,500,000円となっている。 

    

(2)  歳出総額は15,107,423円で、前年度と比較すると965,897円（6.0％）の減額となっ 

た。 

総務費のうちの財産管理費の財政調整基金積立金は3,168,158円であり、前年度と比 

較すると107,054円（3.3％）減額となっている。 

   農林水産業費のうちの林業費の造林費は、木質バイオマス発電用燃料材搬出促進事   

業の伐採、搬出、区長会に委託して実施した林の除伐などの区有林管理事業費が   

5,034,139円であり、前年度と比較すると265,693円（5.0％）減額となっている。 

 

(3)  総務費の地域振興事業費に係る負担金・補助金の支出については、区や各種団体の事

業推進を図ることなどを目的に支出している。 

地域振興事業費については、前年度と比較すると251,000円（7.5％）減額で、3,077,000

円となっているが、寄附又は補助に関しては、当該財産区の所有する又は設置する財産

又は公の施設の管理上必要なものであるかどうかの観点から判断する必要がある。 

山林経営に直接的に関係するもの以外への補助金等の支出については、内容について 

関係団体等と協議し、理解や協力を得るなかで精査、総合的に検討し、慎重に対応して 

いただきたい。 

 

（4） 令和３年度末財政調整基金残高は246,269千円余であり、前年度と比較して937,158円

増加しており当面安定した事業運営が望めるが、終息の目途が立たない新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、依然として、森林を取り巻く環境、山林経営による将来的な

財政運営の見通しは困難である。 

財産区としての将来を長期的な視点から検討した上で、効率的、効果的な財産区運営 

及び財政運営に努められたい。 
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宗 賀 財 産 区 特 別 会 計 

 

 

 

 

１ 決算の概要 
 

本特別会計の歳入歳出決算の概要は、次表のとおりである。 

歳入歳出
差引額 歳 入 歳 出

(円) (円) (円) (円)  (％) (％)

３年度 1,774,000 1,757,631 1,456,441 301,190 99.1 82.1

２年度 2,506,000 2,515,239 2,150,500 364,739 100.4 85.8

比較増減 △ 732,000 △ 757,608 △ 694,059 △ 63,549 － －

区　分
予算･決算対比

予算現額 歳入決算額 歳出決算額

 
 

当年度決算については、歳入総額が1,757,631円、歳出総額が1,456,441円で、予算に対

する歳出の執行率は82.1％であり、歳入歳出差引額の301,190円を翌年度へ繰り越すことと

なった。 

歳入総額は、前年度と比較すると757,608円（30.1％）の減額となり、歳出総額は、前年

度と比較すると694,059円（32.3％）の減額となった。 

 

 (1) 歳入の状況 
 

歳入決算の状況を款別にみると、次表のとおりである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ （  ）内は、令和２年度の数値である。 

 

収入

未済額 対予算 対調定
(円) (円) (円) (円) (％) (％)

84,000 62,941 62,941 0 74.9 100.0

(874,000) (882,181) (882,181) (0) (100.9) (100.0)

1,324,000 1,329,941 1,329,941 0 100.4 100.0

(751,000) (750,000) (750,000) (0) (99.9) (100.0)

364,000 364,739 364,739 0 100.2 100.0

(389,000) (389,745) (389,745) (0) (100.2) (100.0)

2,000 10 10 0 0.5 100.0

(492,000) (493,313) (493,313) (0) (100.3) (100.0)

1,774,000 1,757,631 1,757,631 0 99.1 100.0

(2,506,000) (2,515,239) (2,515,239) (0) (100.4) (100.0)

収入済額

繰 越 金

諸 収 入

計

収　入　率
款　別

財産収入

繰 入 金

予算現額 調定額
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款別の収入済額を前年度と比較すると、財産収入が819,240円（92.9％）の減額、繰入

金が579,941円（77.3％）の増額、繰越金が25,006円（6.4％）の減額、諸収入が493,303

円（99.99％）の減額となっている。 

なお、決算における各款の構成比は、財産収入が3.6％、繰入金が75.7％、繰越金が

20.8％、諸収入が0.0006％であった。 

 

歳入の主なものは、財産収入の財産運用収入では、きのこ山貸付料が60,000円、財政

調整基金に係る基金積立金利子が2,941円であった。 

繰入金の基礎繰入金では、財政調整基金繰入金が1,329,941円であった。 

繰越金では、前年度繰越金が364,739円であった。 

 

(2) 歳出の状況 
 

歳出決算の各款別執行状況は、次表のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （  ）内は、令和２年度の数値である。 

 

 

当年度決算における各款の構成比は、議会費が全体の76.0％、総務費が17.2％、農林

水産業費が6.8％であった。 

 

歳出の主なものは、議会費では、議員７名分の報酬（984,000円）等を含む特別職給与

費が1,107,000円であった。 

総務費の総務管理費の一般管理費では、傷害保険料（17,500円）等を含む一般管理事

務諸経費が20,500円、財産管理費では、財政調整基金積立金が229,941円であった。 

農林水産業費の林業費のうちの造林費では、その他謝礼の区有林管理事業費が99,000

円であった。 

 

 

 

決算 支出済額
構成比 前年度比

(円) (円) (％) (円) (％) (％)

1,145,000 1,107,000 76.0 38,000 96.7 100.0

(1,142,000) (1,107,000) (51.5) (35,000) (96.9) (98.4)

344,000 250,441 17.2 93,559 72.8 25.8

(1,079,000) (970,500) (45.1) (108,500) (89.9) (367.0)

農林 270,000 99,000 6.8 171,000 36.7 135.6

水産業費 (270,000) (73,000) (3.4) (197,000) (27.0) (100.0)

15,000 0 － 15,000 － －

(15,000) (0) － (15,000) － －

1,774,000 1,456,441 100.0 317,559 82.1 67.7

(2,506,000) (2,150,500) (100.0) (355,500) (85.8) (140.4)

支出済額 不 用 額 執行率

予 備 費

計

款　別

議 会 費

総 務 費

予算現額
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(3) 実質収支に関する調書 
 

本調書は、財産区特別会計の単年度収支を明らかにするためのものであり、記載され

た数値は、歳入歳出決算書と照合した結果、調書の記載に誤りはなく、適正であると認

めた。 

 

(4) 財産に関する調書 

 

【 公 有 財 産 】 
 

土地及び立木については、実地調査を省略し、財産台帳との照合調査を行った。 

調査の結果、調書の記載内容に誤りはないものと認めた。 

 

〔 山 林 〕 
 

土地については、面積が1,997,829㎡であり、当年度中の増減はない。 

立木については 、1,172㎥（自然蓄積分の増加率を3.0％と推定した｡）の増と

なり、当年度末現在高は40,235㎥となっている。 

 

〔 出資による権利 〕 
 

松本広域森林組合への出資が863口の86,300円であり、当年度中の増減はない。 

 

     〔 基 金 〕 
 

財政調整基金は、前年度末現在高が28,450,000円であり、当年度中に当該特

別会計へ1,329,941円を繰出し、229,941円を積立てたことにより、当年度末現在

高は27,350,000円である。 
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２ 審査の所見 
 

(1) 歳入総額は1,757,631円であり、前年度と比較すると757,608円（30.1％）の減額とな 

った。 

   歳入の主なものは、きのこ山貸付料、基金積立金利子、財政調整基金繰入金、前年度

繰越金である。 

   財産収入においては、前年度と比較すると819,240円（92.9％）減額となった。その主

な要因としては、本年度は、立木売払収入が0円となったためである。 

   なお、本年度の財産収入の状況は、きのこ山貸付料（60,000円）の土地建物貸付収入、

基金積立金利子（2,941円）の利子及び配当金のみとなっている。 

本年度は歳入の不足分を補うための財政調整基金繰入金が1,329,941円となり、前年度

と比較すると579,941円（77.3％）の増額となっている。 

 

 

(2) 歳出総額は1,456,441円であり、前年度と比較すると694,059円（32.3％）の減額とな

った。主な支出は、議員報酬７人分（984,000円）等の議会費の1,107,000円が主な支出

であり、前年度と同額となっている。 

一方、総務費の財政調整基金積立金が229,941円で、前年度と比較すると720,059円

（75.8％）の減額となっている。 

歳出においては、議会費が全体の76.0％を占め、これに対して、財産区本来の事業で

ある森林整備事業等の農林水産業費は歳出全体の6.8％であり、歳出において、議会運営

に要する経費が大きく占める状況が続いている。 

 

 

（3） 歳入のうち財政調整基金からの繰入金の依存度が高い状況が数年来続いている。 

財産区や林業を取り巻く環境は依然として厳しい状況であり、山林経営による将来的

な財政運営の見通しは困難ではある。 

なお、事業経費を財政調整基金繰入金で充当する財政状況が継続すると、将来的には

財政調整基金が枯渇することも予想される。 

この点について、宗賀財産区の今後のあり方については、平成29年度から財産区にお

いて、財産区の解散を含めて検討されてきているが、地域住民の理解と協力を得る中で、

宗賀地域の振興と財産区の適正な方向性を検討していただきたい。 
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 洗 馬 財 産 区 特 別 会 計 

 

 

 

 

１ 決算の概要 
 

本特別会計の歳入歳出決算の概要は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

当年度決算については、歳入総額が2,406,855円、歳出総額が1,694,168円で、予算に対

する歳出の執行率は73.5％であり、歳入歳出差引額712,687円を翌年度へ繰り越すこととな

った。 

歳入総額は、前年度と比較すると845,689円（54.2％）の増額となり、歳出総額は、前年

度と比較すると456,169円（36.8％）の増額となった。 

 

(1) 歳入の状況 
 

歳入決算の状況を款別にみると、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ （  ）内は、令和２年度の数値である。 

 

収入

未済額 対予算 対調定
(円) (円) (円) (円) (％) (％)

16,000 24,878 24,878 0 155.5 100.0

(16,000) (16,945) (16,945) (0) (105.9) (100.0)

1,387,000 1,395,000 1,395,000 0 100.6 100.0

(1,044,000) (1,044,000) (1,044,000) (0) (100.0) (100.0)

300,000 323,167 323,167 0 107.7 100.0

(463,000) (463,813) (463,813) (0) (100.2) (100.0)

602,000 663,810 663,810 0 110.3 100.0

(37,000) (36,408) (36,408) (0) (98.4) (100.0)

2,305,000 2,406,855 2,406,855 0 104.4 100.0

(1,560,000) (1,561,166) (1,561,166) (0) (100.1) (100.0)

収入済額

繰 越 金

諸 収 入

計

収　入　率
款　別

財産収入

繰 入 金

予算現額 調定額

歳入歳出
差引額 歳 入 歳 出

(円) (円) (円) (円)  (％) (％)

３年度 2,305,000 2,406,855 1,694,168 712,687 104.4 73.5

２年度 1,560,000 1,561,166 1,237,999 323,167 100.1 79.4

比較増減 745,000 845,689 456,169 389,520 － －

区　分
予算･決算対比

予算現額 歳入決算額 歳出決算額
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款別の収入済額を前年度と比較すると、財産収入が7,933円（46.8％）の増額、繰入金

が351,000円（33.6％）の増額、繰越金が140,646円（30.3％）の減額、諸収入が627,402

円（1,723.3％）の増額となっている。 

なお、決算における各款の構成比は、財産収入が1.0％、繰入金が58.0％、繰越金が

13.4％、諸収入が27.6％であった。 

 

歳入の主なものは、財産収入の財産運用収入では、財政調整基金に係る基金積立金利

子が24,878円であった。 

繰入金の基金繰入金では、財政調整基金繰入金が1,351,000円、市繰入金の森林整備事

業繰入金が44,000円であった。 

繰越金では、前年度繰越金が323,167円であった。 

諸収入の雑入では、支障木伐採補償金が63,686円、保険契約エリア変更に伴う森林保

険料返還金が600,088円であった。 

 

(2) 歳出の状況 
 

歳出決算の各款別執行状況は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （  ）内は、令和２年度の数値である。 

 

当年度決算における各款の構成比は、議会費が全体の33.2％、総務費が53.6％、農林

水産業費が13.2％であった。 

歳出の主なものは、議会費では、議員７名分の報酬（491,597円）等を含む特別職給与

費が553,097円であった。 

総務費の総務管理費の一般管理費では、傷害保険料（25,000円）等を含む一般管理事

務諸経費が94,836円、財産管理費では、財政調整基金積立金が786,878円であった。 

農林水産業費の林業費のうちの林業総務費では、森林専門委員３名分の委員等報酬が

30,000円、作業報償金の林業総務事務諸経費が33,600円、火災保険料（13,071円）等を

含む林業総務諸経費が43,071円であり、林道費では、作業報償金の林道整備事業費が

75,600円であり、造林費では、作業報償金の区有林管理事業費が42,000円であった。 

 

 

602,000 562,183 33.2 39,817 93.4 101.6
(584,000) (553,500) (44.7) (30,500) (94.8) (100.0)

1,115,000 907,714 53.6 207,286 81.4 288.4
(388,000) (314,790) (25.4) (73,210) (81.1) (146.5)

農林 583,000 224,271 13.2 358,729 38.5 60.7
水産業費 (583,000) (369,709) (29.9) (213,291) (63.4) (87.0)

5,000 0 － 5,000 － －
(5,000) (0) － (5,000) － －

2,305,000 1,694,168 100.0 610,832 73.5 136.8
(1,560,000) (1,237,999) (100.0) (322,001) (79.4) (105.4)

予 備 費

計

議 会 費

総 務 費
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(3) 実質収支に関する調書 
 

本調書は、財産区特別会計の単年度収支を明らかにするためのものであり、記載され

た数値は、歳入歳出決算書と照合した結果、調書の記載に誤りはなく、適正であると認

めた。 

 

 

(4) 財産に関する調書 

 

【 公 有 財 産 】 
 

土地及び立木については、実地調査を省略し、財産台帳との照合調査を行った。 

調査の結果、調書の記載内容に誤りはないものと認めた。 

 

〔 山 林 〕 
 

土地については、面積が4,072,844㎡であり、当年度中の増減はない。 

立木については 、2,600㎥（自然蓄積分の増加率を3.0％と推定した｡）の増と

なり、当年度末現在高は89,274㎥となっている。 

 

〔 出資による権利 〕 
 

松本広域森林組合への出資が1,503口の150,300円であり、当年度中の増減はな

い。 

 

     〔 基 金 〕 
 

財政調整基金は、前年度末現在高が22,288,383円であり、当年度中に当該特

別会計へ1,351,000円を繰出し、また、786,878円を積立てたことにより、当年度

末現在高は21,724,261円である。 
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２ 審査の所見 
 

(1) 今年度の歳入総額は2,406,855円であり、前年度と比較すると845,689円（54.2％）の

増額となった。 

歳入の主なものは、基金からの繰入れ及びその利子並びに森林保険料返還金の雑入に

よるものである。 

財産収入及び繰越金については、財産収入が24,878円で前年度と比較して7,933円

（46.8％）、繰入金が1,395,000円で前年度と比較して351,000円（33.6％）、諸収入が

663,810円で前年度と比較して627,402円（1,723.3％）増額となっている。 

歳入のうち財政調整基金からの繰入金が歳入全体の56.1％を占めており、収入に対す

る財政調整基金からの繰入金への依存度が高い状況が数年継続してきている。 

本来、経営の中心である財産収入が全体の1.0％であるため、事業経費の増加分を財政

調整基金繰入金で補う状況となっている。 

 

（2） 森林保険（火災保険料）については特定の山林（檜、杉など）に係るものであるが、

契約内容を再確認し、契約対象エリアの変更に伴い保険料の返還を受けた。今後も引き

続き適切な事務処理に努めていただきたい。 

 

(3) 歳出総額は1,694,168円であり、前年度と比較すると456,169円（36.8％）の増額とな

った。主な支出については、議員報酬（491,597円）、議員期末手当（61,500円）等の議

会費が553,097円、財政調整基金元金積立金（762,000円）及び財政調整基金利子積立金

（24,878円）の財産管理費が786,878円、森林専門委員３名分の委員等報酬が30,000円、

作業報償金の林業総務事務諸経費が33,600円、火災保険料（13,071円）等を含む林業総

務諸経費が43,071円であり、林道費では、作業報償金の林道整備事業費が75,600円であ

り、造林費では、作業報償金の区有林管理事業費が42,000円となっている。 

財政調整基金元金積立金（762,000円）は、昨年度と比較すると496,000円（186.5％）

の増額となった。 

 

(4) 歳出において、議会費が全体の33.2％を占め、これに対して、財産区の本来の事業で

ある森林整備事業等の農林水産業費は224,271円で歳出全体の13.2％であり、議員報酬が

削減されているものの歳出において議会運営に要する費用が大きく占めている状況が続

いている。 

終息の目途が立たない新型コロナウイルス感染症の影響により、森林を取り巻く環境 

山林経営による将来的な財政運営の見通しが困難ではあるが、事業経費を財政調整基金繰

入金で充当する財政状況が継続すると、将来的には財政調整基金が枯渇することも予想さ

れる。 

この点について、今後の収入源の確保など見極めながら特別地方公共団体としての財 

産区の山林経営の本来の事業目的を十分に果たせるよう検討する必要がある。 


